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統計表  17  

第1表 小学生以下の子どもがいる母親の数の構成割合、子どもの現在の年齢階級・  

その子どもが0歳時の子育て時に利用したサービスの利用状況（複数回答）  

別   

第2表 ′ト学生以下の子どもがいる母親の数の構成割合、子どもの現在の年齢階級・  

その子どもが1～2歳時の子育て時に利用したサービスの利用状況（複数  

回答）別   

第3表  小学生以下の子どもがいる母親の数の構成割合、子どもの現在の年齢階級・  

その子どもが3歳～小学校入学前時の子育て時に利用したサービスの利用  

状況（複数回答）別   

第4表 0歳の子どもがいる母親の数の構成割合、母親の現在の就業状況・  

子育て時に利用したサービスの利用状況（複数回答）別   

第5表 1～2歳の子どもがいる母親の数の構成割合、母親の現在の就業状況・  

子育て時に利用したサービスの利用状況（複数回答）別   

第6表 3歳～小学校入学前の子どもがいる母親の数の構成割合、母親の現在の  

就業状況・子育て時に利用したサービスの利用状況（複数回答）別  

19  

19  

19  

20  

20  

第7表 世帯員数の構成割合、年齢階級・年金制度の加入状況（複数回答）別  

第8表 個人年金に加入している者数の構成割合、年齢階級・個人年金に加入  

している一番の理由別   

第9表 世帯員数の構成割合、年齢階級・老後の生計を支える手段として  
二番目に頼りにするもの別   

第10表 民間の医療保険や介護保険に加入している者数の構成割合、年齢階級・  

民間の医療保険や介護保険への加入理由（複数回答）別   

第11表 世帯員数の構成割合、年齢階級・今後の公的医療保険の対象範囲別  

第12表 65歳以上の者数の構成割合、年齢階級・介護や生活支援に関するサービス  

の利用状況（複数回答）別  

第13表 世帯員数の構成割合、年齢階級・今後の公的介護保険の対象範囲別  

21  

21  

調査票  25   



調 査 の 概 要  

1 調査の目的   

社会保障全般及び年金・医療・介護・育児の各制度における公的・私的サービスの利用状  

況の実態を把握するとともに、公的制度に対する信頼感や私的制度を利用する理由など、公  

私機能分担に関する意識を調査し、今後の厚生労働政策の企画・立案のための基礎資料を得   

ることを目的とした。  

2 調査の対象   

平成15年国民生活基礎調査の準備調査により設定された単位区から、無作為に抽出した   

360単位区内のすべての世帯の18歳以上の世帯員について行った。  

3 調査の実施日  

平成15年7月17日（木）  

4 調査の事項  

（1）属性（性・出生年月等）  

（2）公的サービス・私的サービスの利用状況と公私機能分担に関する意識  

・社会保障に係る負担のあり方  

・育児  

・老後の所得保障  

・医療や介護  

・社会保障全般  

※この「社会保障iこ関する公私機能分担調査」は、今回が初めての調査であるが、過去  

に行った「平成10年公的・民間サービスの機能基礎調査」と比較可能なものは、こ  

れを前回と比較して表草している。  

5 調査の方法   

あらかじめ調査員が配布した調査票に、調査対象となった世帯員が自ら記入し、後日調査   

員が回収する留置自計方式により実施した。  

6 調査の系統   

厚生労働省一 都道府県  福祉事務所一 調査員一  世帯員  

」市・特別区及び福祉」  

事務所を設置する町村  

7 回収客体数及び集計客体数  

回収客体数   集計客体数   

13，137人   13，032人   

一1－   


































